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ガス料金のクレジットカード支払いについて 
 

 

1. クレジットカード支払いとは 
お客様のガス料金について、事前のお申し込みに基づき毎月のガス料金をクレジットカードでお

支払いいただくことです。なお、松江市ガス局窓口、金融機関、コンビニエンスストアでのクレジッ

トカードによるガス料金のお支払いはできません。 

 

2. ご利用いただけるクレジットカード 

次のマークのあるクレジットカードがご利用いただけます。 

             

 

 

※カードブランド： VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、Discover 

 

3. ご利用いただける料金契約 
・松江市ガス局の一般契約 (都市ガス、簡易ガス、液化石油ガス) 

・松江市ガス局の家庭用契約 ― 家庭用高効率給湯器契約 (都市ガス) 

家庭用ガスセントラルヒーティング契約 (都市ガス) 

家庭用燃料電池契約 (都市ガス・液化石油ガス) 

(注) 業務用途のお客さまのガス料金は、クレジットカード支払いの対象外となります。 

 

4. お申し込み方法 
・ご希望の方は、申込書をご郵送いたしますので松江市ガス局までご連絡ください。 

・申込書の必要事項をご記入の上、松江市ガス局までご提出ください。 

後日、松江市ガス局からメールが届きますのでメールリンクでのクレジットカードの登録を行っ

てください。なお、登録にかかる通信費等は、お客さまのご負担となりますのであらかじめご了

承ください。 

※割賦販売法の改正に伴い、クレジットカードを取り扱う加盟店においてカード情報の非保持お

よび適切な管理・不正利用防止の措置が義務付けされました。 

  ※下記「ご利用にあたって」をご確認の上、松江市ガス局にお申し込みください。 

 

5. ご利用にあたって 
(1) クレジットカード会社からのご案内 

・お支払い回数は 1回払いとさせていただきます。 

・カードご利用額の合計がカードご利用限度額を超える場合は、クレジットカード支払いの対象

となりません。 

(2) 松江市ガス局からのご案内 
・クレジットカード支払いは、手続き完了後からお取り扱いいたします。お申し込み手続き完了以

前のガス料金は、従来のお支払方法でお支払いください。 

・クレジットカード支払いによる領収書は発行いたしませんので、カード会社の利用明細書でご

確認ください。なお、「ガスご使用量のお知らせ」は、従来どおり配布いたします。 

 



 

 

・カード会社の締切日と松江市ガス局の検針日の関係により、2 ヵ月分をまとめてカード会社か

ら請求される場合がございます。 

・カード会社の規約により、カードでのお支払いが承認されない場合や会員資格を喪失された

場合などは、納入通知書によりお支払いいただきます。 

・ご登録いただいているカードのカード番号又は有効期限が変更となった場合は、新たにお申し

込みをお願いいたします。 

(3) ガスご使用者名とカード会員名が異なる場合 
  ・ガスご使用者名とカード会員名が異なる場合もお申し込みいただけますが、あらかじめ次    

のことをご確認ください。 

① カード会員は、ガスご使用者のガス料金のお支払いを承諾していただきます。 

② 松江市ガス局からのお知らせや連絡は、原則として、ガスご使用者へいたします。 

(4) お引越し先でクレジットカード支払いをしたい場合 

・新たにお申し込みが必要になります。 

・お申し込みいただいてから、手続き完了までに 1 ヵ月～2 ヵ月程度かかる場合がございますの

で、ご了承ください。 

 

6. お問い合わせ先 
松江市ガス局 営業推進課 料金グループ 

受付時間 平日 8時 30分～17時 15分   T E L ： 0 8 5 2 - 2 1 - 0 0 1 2   


